
川口市告示 ８１２ 号 

 

 

川口市自転車等の放置防止条例（昭和５９年条例第９号）第９条第２項の規定により保管した自転車

等について、同条例第１０条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

 

 

令和７年１１月１３日 

川口市長 奥ノ木 信夫   

 

 

１ 保管した自転車が放置された区域 

   別紙のとおり 

 

２ 保管を開始した年月日 

   別紙のとおり 

 

３ 保管場所 

   川口市芝樋ノ爪２－５－１６ 芝樋ノ爪自転車等保管場所 

 

４ 自転車の特徴（車種、色、住所氏名等の記載、防犯登録番号、（原動機付自転車については標識番号）・

車体番号） 

   別紙のとおり 

 

５ 引き取り時間帯 

  火曜日～金曜日：９時３０分から１９時  

土曜日、日曜日：１２時から１７時 

  （月曜日・祝日・年末年始は閉所） 

 

６ 保管期間 

   ６０日間（但し、保管期日の末日が閉所日にあたるときは、その直後の開所日を末日とする） 

 

７ 引き取りのための必要事項 

（１）引き取り手数料の納入 

    自転車１台につき５，５００円  原動機付自転車１台につき６，６００円 

（２）住所・氏名を確認できるものの提示 

    身分証明書・学生証・運転免許証・保険証等 

 

８ 連絡先 

   川口市役所交通安全対策課   






















